
議案第２６号 

 

   債務不存在確認調停事件の和解について 

 

債務不存在確認調停事件に関し下記のとおり和解をすることについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、市

議会の議決を求める。 

令和４年９月２日提出 

市川市長  田 中  甲    

 

記 

 

１ 和解の相手方（申立人） 

東京都新宿区在住 

Ａ（女性） 

２ 事件の概要 

  市川市こども発達センターにおいて臨床心理士の職員として従事していた

相手方（申立人）は、当該職員として採用されるために必須の条件であった

臨床心理士資格を有していないにもかかわらず、当該資格の登録証明書を偽

造してこれを行使した上、市川市に対し当該職員としての賃金報酬を振込支

給させて詐欺を行ったことにより、令和３年７月１６日、懲役３年、執行猶

予５年の判決を宣告された。 

市川市は、相手方の犯行によって市川市が受けた損害と考えうる金額の全

額となる２,５４６万５,３２８円の支払を請求したところ、相手方は、市川

市 に 与 え た 損 害 を 弁 償 す る と し て 市 川 市 に 申 し 出 た 金 額 １ ,４ ６ ９ 万   

５,４７４円を上回る金額（１,０７６万９,８５４円）については損害賠償債

務が存在しないとして、その確認を求めて相手方が調停を申し立てた事件で

ある。 



３ 和解の内容 

⑴ 相手方は、市川市に対し、本件解決金として１,７００万円の支払義務が

あることを認める。 

⑵ 相手方は、市川市に対し、⑴の金員を、令和４年１１月４日限り、市川

市の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は相

手方の負担とする。 

⑶ 相手方が⑴の金員を令和４年１１月４日までに支払わなかったときは、

相手方は、市川市に対し、同金員から既払金を控除した残金及びこの残金

に対する令和４年１１月５日から支払済みまで年５パーセントの割合によ

る金員を支払う。 

⑷ 相手方及び市川市は、相手方と市川市との間には、この条項に定めるも

ののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

⑸ 調停費用は、各自の負担とする。 

 

 

 

 

 

 



理  由 

 

債務不存在確認調停事件について、市川簡易裁判所による和解勧告に鑑み、

当事者間で合意に達し、和解により解決を図る必要があるため、地方自治法

第９６条第１項第１２号の規定に基づき提案するものである。 

 


